
前田の《ちょっと経営を考えよう》第 375 回 

今年も残すところ 3 ヶ月となりました。年明けの株価下落から始まり、侵攻・暗殺・

インフレなど大変厳しい 1 年でしたね。皆様のところは無事に 1 年が送れそうですか。

円安で原料や諸費用の単価が高騰し、さらに来年はそこにインボイス制度・改正電子帳

簿保存制度等、我々中小企業にとってはいたずらにお金と時間がかかることが押し寄せ

てきます。気が重いですね。 

ところで日本電産の永守重信氏が書かれた、「成しとげる力」(サンマーク出版)とい

う本があります。大変すばらしいと思います。そして参考になりそうな事が書かれてい

ますので以下に記したいと思います。是非参考にしていただいて、この逆境を乗り切っ

てください。 

 

1.困難は必ず〝解決策〟を連れてやってくる 

人生とは、苦楽が交互に織りなす〝サインカーブ〟である。多くの苦しみを経験した

あとには、必ず大きな喜びがやってくる。そして大きな苦難を乗り越えた人にこそ、よ

り多くの幸せが待っているのだ。したがって困難や逆境のなかにいるときこそが、飛躍

のチャンスなのだ。だからけっしてそこから逃げてはならない。どんな強い逆風であろ

うと、敢然と向き合い、それを乗り越えていくことだ。 

 

2.働く人の意識を変えれば会社はよみがえる 

学校の成績に関係なく、とにかくやる気のある人材を採用し、日々の仕事のなかで徹

底的に鍛えた。その効果はめざましかった。多くの社員が期待どおり「と金」になり、

会社を支える人材に成長していったのだ。 

 

大変な時ですが、十分注意して頑張って乗り切りましょう！！ 

 

前田の《今人生を語る》第 280 回 

 

日本の国民が政治に無関心・無知であること、これが一番危険です。 

たとえば政府が対外政策をどうしようとしているのか、その結果「近い将来に日本は外

国人であふれかえっている」ことが起こり得ると思います。 

 国民としてしっかり注意しておきたいものです。 

適格請求書等保存方式（インボイス制度）の留意点 

柴岡 晋 

 

令和５年１０月１日から開始される適格請求書等保存方式について、その適用にあたっての留意点を

いくつかご説明させて頂きます。 

１． 適格請求書の記載事項の留意点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 売手の留意点（適格請求書発行事業者の義務） 

適格請求書発行事業者には、原則、以下の義務が課されます。 

(1)適格請求書の交付 

取引の相手方の求めに応じて、適格請求書（又は適格簡易請求書）を交付する。 

(2)適格返還請求書の交付 

返品や値引きなど、売上げに係る対価の返還等を行う場合に、適格返還請求書を交付する。 

(3)修正した適格請求書の交付 

交付した適格請求書（又は適格簡易請求書、適格返還請求書）に誤りがあった場合に、修正した適

格請求書（又は適格簡易請求書、適格返還請求書）を交付する。 

(4)写しの保存 

交付した適格請求書（又は適格簡易請求書、適格返還請求書）の写しを保存する。 

 

３． 買手の留意点（仕入税額控除の要件） 

(1)現行との相違点 

令和５年１０月１日以後に仕入税額控除の適用を受けるためには「適格請求書等の保存」が必要とな

ります。なお、適格請求書を交付することができるのは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行

事業者」に限られます。また、現行においては、「３万円未満の課税仕入れ」及び「請求書等の交付を

受けなかったことにつきやむを得ない理由があるとき」は、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで

仕入税額控除が認められる旨が規定されていますが、適格請求書等保存方式の開始後は、これら

の規定は廃止されます。 

(2)手書きの領収書 

相手方から手書きの領収書の発行を受けた場合、仕入税額控除の適用を受けるためには、その手

書きの領収書に適格請求書として必要な事項（上記１の記載事項）が記載されている必要があります。 

(3)口座振替による家賃の支払 

口座振替により家賃を支払う場合、適格請求書の記載事項の一部（例えば、課税資産の譲渡等の

年月日以外の事項）が記載された契約書とともに通帳（課税資産の譲渡等の年月日の事実を示すも

の）を併せて保存することにより、仕入税額控除の要件を満たすこととなります。なお、令和 5 年９月

30 日以前からの契約について、契約書に登録番号等の適格請求書として必要な事項の記載が不

足している場合は、別途、登録番号等の記載が不足していた事項の通知を受け、契約書とともに保

存していれば差し支えありません。 
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